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慶
応
四
年
閏
四
月
「
触
書
」
（
当
館
所
蔵
芦
谷
孚
家
文
書
二
二
九
） 

                           

（
以
下
略
） 





ધ
 

触
書 

 

今
般
東
山
道 

官
軍
宇
都
宮
滞
陣
ニ
付 

雀
宮
宿
定
助
郷
人
足
同
城
へ 

多
分
歩
役
為
相
勤
候
間
在
来 

右
宿
定
助
郷
ニ
て
夫
差
支
ニ
付 

官
軍
宇
都
宮
滞
陣
中
左
之 

二
郡
へ
当
分
助
郷
申
付
候
間 

右
宿
役
人
共
ゟ
触
当
次
第
聊 

無
滞
人
馬
差
出
急
度
可 

相
勤
若
不
参
遅
参
ニ
お
ゐ
て
は 

可
為
曲
事
者
也 

 

総
督
府 

辰
壬
四
月 

 

道
中
取
締
方
御
印 

 


প
ਔ
 

こ
の
た
び
の
東
山
道
で
は
、
官
軍
が
宇
都
宮

に
滞
陣
し
て
い
る
た
め
、
雀
宮
宿
の
助
郷
人

足
は
宇
都
宮
城
へ
多
数
駆
り
出
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
そ
の
間
雀
宮
宿
の
定
助
郷
に
支

障
が
出
る
。
そ
の
た
め
官
軍
が
宇
都
宮
に
滞

陣
中
は
左
の
二
郡
へ
当
分
助
郷
を
申
し
付

け
る
。
雀
宮
宿
の
役
人
た
ち
か
ら
割
り
当
て

ら
れ
次
第
、
滞
る
こ
と
な
く
人
馬
を
差
し
出

し
、
し
っ
か
り
と
勤
め
る
こ
と
。
も
し
来
な

か
っ
た
り
、
遅
れ
て
き
た
り
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
処
罰
す
る
。 
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本
史
料
は
、
下
野
国
雀
宮
宿
（
現
宇
都
宮
市
）
の
助
郷
に
関
す
る
も
の
で
す
。
雀
宮
宿
は

江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
日
光
街
道
の
宿
場
の
一
つ
で
す
。「
助
郷
」
と
は
、
江
戸
幕
府
が
宿

場
の
人
足
や
馬
の
補
充
を
す
る
た
め
に
、
宿
場
周
辺
の
農
村
に
課
し
た
夫
役
で
す
。
ま
た
、

そ
の
夫
役
の
対
象
と
な
り
、
人
馬
提
供
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
村
を
「
助
郷
村
」
と
言
い
、
略

し
て
「
助
郷
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

本
史
料
の
「
触
書
」
は
「
官
軍
宇
都
宮
滞
陣
」
や
「
辰
壬
四
月
」
と
い
う
文
言
か
ら
慶
応

四
年
（
一
八
六
八
）
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
年
は
戊
辰
戦
争
が
起
こ
っ

た
年
で
、
下
野
国
で
は
特
に
四
月
中
旬
か
ら
九
月
下
旬
に
か
け
て
、
各
地
で
旧
幕
府
軍
と
新

政
府
軍
と
の
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
本
史
料
に
関
係
す
る
の
は
四
月
下
旬
頃
の
宇

都
宮
で
の
戦
い
で
す
。
四
月
一
九
日
、
旧
幕
府
軍
が
、
新
政
府
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
た
宇
都



宮
城
を
攻
撃
し
陥
落
さ
せ
ま
し
た
が
、
四
月
二
三
日
に
は
新
政
府
軍
が
宇
都
宮
城
を
攻
め
、

こ
れ
を
奪
還
し
て
い
ま
す
。
宇
都
宮
城
を
退
い
た
旧
幕
府
軍
は
、
日
光
を
目
指
し
て
転
進
し
、

新
政
府
軍
も
こ
れ
を
追
撃
す
る
形
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
日
光
で
の
戦
闘
は
回
避
さ
れ
ま

し
た
が
、
旧
幕
府
軍
は
会
津
軍
と
合
流
し
、
部
隊
の
再
編
成
を
行
い
、
下
野
北
部
へ
攻
め
入

っ
て
き
ま
し
た
。 

本
史
料
の
「
触
書
」
が
出
さ
れ
た
閏
四
月
、
旧
幕
府
・
会
津
軍
と
新
政
府
軍
と
の
戦
闘
が
、

藤
原
・
今
市
方
面
、
塩
原
方
面
、
板
室
方
面
や
白
河
方
面
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
新
政

府
軍
は
こ
れ
ら
戦
闘
で
の
戦
力
増
強
の
た
め
、
兵
士
派
遣
や
武
器
弾
薬
な
ど
の
輸
送
を
必
要

と
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
下
野
国
の
多
く
の
農
民
が
人
馬
役
や
軍
夫
を
負
担
し
た
の
で
す
。

本
史
料
で
は
、
雀
宮
宿
に
お
い
て
平
時
の
助
郷
を
担
っ
て
い
た
「
定
助
郷
」
の
村
々
で
は
人

馬
が
足
ら
な
く
な
る
た
め
、
東
山
道
総
督
府
が
※

河
内
・
芳
賀
二
郡
の
二
三
か
村
に
「
当
分
助

郷
」
を
強
制
的
に
申
し
付
け
て
お
り
、
多
く
の
人
馬
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。 

 

（
※
本
項
で
は
史
料
の
前
半
部
分
を
掲
載
し
ま
し
た
。
後
半
部
分
に
は
河
内
郡
と
芳
賀
郡

の
二
三
か
村
名
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
） 

 

␡

ऩ

અ
ધ
൴
␢ 

栃
木
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
栃
木
県
史 

通
史
編
六 

近
現
代
一
』（
栃
木
県
、
一
九
八
二
年
） 

宇
都
宮
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
宇
都
宮
市
史 

第
六
巻 

近
世
通
史
編
』（
宇
都
宮
市
、
一
九

八
二
年
） 

    


